
○ 緊急時対策所は，東海発電所の緊急時対策所として共用とするのか。

（１）指摘事項

（２）回答

緊急時対策所の共用について（1/2）

1

東海発電所の状態（現状）
 廃止措置中・・・全燃料発電所から搬出済み，設備解体中
 ＳＡ対象事象なし
 ＰＡＺの設定なし，ＵＰＺおおむね半径５ｋｍの範囲を設定
 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（ＥＡＬ）・・・次頁参照

東海発電所
原子力防災要員 57名以上

東海第二発電所
原子力防災要員57名以上
（全体体制110名）

廃止措置主任者１名
廃止措置班員４名以上

原子炉主任者１名
運転班員４名以上

兼務

専従者 専従者

必要な資機材＆食料
緊急時対策所で確保

プルーム通過時
必要要員を除き退避

必要な資機材（例）
・食料：工事協力棟，緊急時対策室等

指定された保管場所
・放射線資機材（防護具，計測器等）

：チェックポイント，緊急時対策室等
指定された保管場所

プルーム通過時 退避

緊急時対策所

持込み

東海発電所と東海第二発電所の同時発災
において，防災要員が兼務してること及び
通信等の共用資機材があることから，新設
する緊急時対策所を活用する

東海発電所の緊急時対策所は，原子力災害対策特
別措置法に基づく施設として要求事項がある。

ＰＡＺ（Precautionary Action Zone）：予防的防護措置を準備する区域
ＵＰＺ（Urgent Protective Action Planning Zone）：緊急時防護措置を準備する区域

緊急時対策室：既設の緊急時対策室（免震棟）
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原子力災害対策指針 （緊急事態区分及び緊急時活動レベル：ＥＡＬ）


